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施設機械関係の積算基準等の一部改正について（通知） 

このことについて、別紙のとおり内容の一部を読み替え、積算基準日が令和７年（2025

年）12 月 19 日以降の工事から適用することとしたので通知します。 

記 

１ 改正を行った通達 
（１）施設機械設備等価格積算要領の制定について（平成 12 年 9 月 22 日設計第 977 号） 

（２）施設機械設備等標準歩掛の制定について（平成 12 年 9 月 22 日設計第 978 号） 

（３）施設機械設備等価格積算要領・標準歩掛運用の制定について（平成 15 年 9月 18 日設計第 558

号） 

（４）施設機械設備等積算関係参考資料の制定について（平成 26 年 9 月 11 日事調第 587 号） 

（５）施設機械設備等電気通信設備点検業務価格積算要領の制定について（平成 26年 9月 11 日事調

第 588 号） 

（７）施設機械工事等共通仕様書の制定について（平成 26年 5月 7日事調第 193 号） 

（10）工事数量算出要領（案）（施設機械設備等）の制定について（平成 30 年 9月 25 日事調第 622

号） 

(11) 施設機械設備等設計業務標準歩掛の制定について（平成 27年 10 月 29 日事調第 688 号） 

                       （設計積算係 内線 27-186） 


